
文京区マンションアドバイザー制度利用助成要綱 

 

２５文都地第１０２６４号平成２６年３月２８日区長決定 

２０１９文都住第２４号平成３１年４月１日区長決定 

２０２０文都住第１１５１号令和３年３月２９日部長決定 

２０２２文都住第５１３号令和４年９月３０日部長決定 

２０２４文都住第８００号令和７年３月２１日部長決定 

２０２５文都住第９００号令和８年３月１１日部長決定 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、区の区域内（以下「区内」という。）に所在する分譲マンションの

管理組合等が公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター（以下「センター」

という。）が実施するアドバイザー制度を利用した際に掛かる経費を区が助成するこ

とにより、分譲マンションの適切な維持管理の促進及び円滑な建替え又は改修を支援

することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定め

るところによる。 

 ⑴ 分譲マンション ２以上の区分所有者（建物の区分所有等に関する法律（昭和３

７年法律第６９号）第２条第２項に規定する区分所有者をいう。）が存する建物で

人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 

 ⑵ 管理組合 マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第１

４９号）第２条第３号に規定する管理組合をいう。 

 ⑶ 管理組合等 管理組合及び区分所有者の任意の団体（管理組合が組織されていな

い分譲マンションに係るものに限る。）をいう。 

 ⑷ アドバイザー制度 センターが実施するマンション管理アドバイザー制度及び

マンション建替え・改修アドバイザー制度（以下「建替え・改修アドバイザー制度」

という。）をいう。 

 ⑸ アドバイザー アドバイザー制度においてセンターに登録されているマンショ

ン管理アドバイザー及び東京都マンション建替え・改修アドバイザーをいう。 

 

 （助成対象費用） 

第３条 この要綱による助成金（以下「助成金」という。）の対象とする費用（以下「助

成対象費用」という。）は、アドバイザー制度を利用した際に掛かる派遣料（以下「派

遣料」という。）とし、消費税、テキストの購入費、違約金等の費用は、含まないもの

とする。 

 

（助成対象者） 

第４条 助成金の交付を受けることができる者（以下「助成対象者」という。）は、アド

バイザー制度の利用に際しセンターに派遣料を支払った区内に所在する分譲マンシ

ョンの管理組合等（建替え・改修アドバイザー制度のうち、センターのマンション建

替え・改修アドバイザー制度実施要領別表１に規定するＢコース（オプションコース



を除く。以下「Ｂコース」という。）を利用した場合にあっては、昭和５６年５月３１

日以前に建築確認（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項に規定す

る確認をいう。）を受けている分譲マンションの管理組合等に限る。）とする。 

 

（助成額） 

第５条 助成金の額は、助成対象費用の全額とし、予算の範囲内を限度とする。 

 

（助成の回数） 

第６条 助成（建替え・改修アドバイザー制度のＢコース及び管理アドバイザー制度の

Ｃ-１コースからＣ-９コースの利用に係るものを除く。）の回数は、同一の管理組合

等に対して年度内４回を限度とする。 

２ 管理アドバイザー制度のＣ-１コースからＣ-９コースの利用に係る助成の回数は、

同一の管理組合等に対して年度内１回を限度とする。 

３ 建替え・改修アドバイザー制度のＢコースの利用に係る助成の回数は、同一の管理

組合等に対して１回を限度とする。 

 

（助成の申請） 

第７条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとする場合は、文京区マンションアド

バイザー制度利用助成申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、アドバ

イザー制度の利用の申込みの前に、区長に申請しなければならない。 

⑴ 建築確認年月日が確認できるもの（建替え・改修アドバイザー制度のＢコースを

利用した場合に限る。） 

⑵ その他区長が必要があると認めた書類 

 

（助成の決定） 

第８条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成する

ことを決定したときは文京区マンションアドバイザー制度利用助成金交付決定通知

書（別記様式第２号。以下「助成決定通知」という。）により、助成しないことを決定

したときは文京区マンションアドバイザー制度利用助成金不交付決定通知書（別記様

式第３号）により申請者に通知するものとする。 

 

（権利譲渡の禁止） 

第９条 前条の規定により助成決定通知を受けた者（以下「助成決定者」という。）は、

その権利を第三者に譲渡してはならない。 

 

（申請内容の変更） 

第１０条 助成決定者は、助成決定後に第７条の規定による申請の内容に変更があった

ときは、速やかに文京区マンションアドバイザー制度利用助成変更申請書（別記様式

第４号）に変更内容が確認できる関係書類を添えて区長に届け出なければならない。 

 

（変更の承認） 

第１１条 区長は、前条の規定により変更申請書の提出があった場合は、その内容を審

査し、変更について承認するときは文京区マンションアドバイザー制度利用助成変更

承認書（別記様式第５号）により、承認しないときは文京区マンションアドバイザー



制度利用助成変更不承認書（別記様式第６号）により、助成決定者に通知するものと

する。 

 

（申請の取下げ） 

第１２条 助成決定者は、助成の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるとき

は、助成決定通知を受け取った日から起算して１４日以内に、文京区マンションアド

バイザー制度利用助成取下届（別記様式第７号。以下「取下書」という。）により第７

条の規定による申請を取り下げることができる。 

２ 助成対象者が第８条の規定により通知を受ける前に第７条の規定による申請を取

り下げようとするときは、取下書によりこれを行うものとする。 

 

（実績報告書の提出） 

第１３条 助成決定者は、助成決定を受けた派遣が完了したときは、文京区マンション

アドバイザー制度利用助成実績報告書（別記様式第８号）に次に掲げる書類を添えて、

速やかに区長に提出しなければならない。 

⑴ センターが発行するマンション管理アドバイザー派遣書又はマンション建替え・

改修アドバイザー派遣書の写し 

 ⑵ 派遣料の支払の事実が確認できる書類の写し 

 ⑶ センターが作成した検討書の写し（建替え・改修アドバイザー制度のＢコースを

利用した場合に限る。） 

 ⑷ その他区長が必要があると認めた書類 

 

（助成金の額の確定） 

第１４条 区長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審

査し、内容が適正であると認めたときは、助成金の額を確定し、文京区マンションア

ドバイザー制度利用助成金額確定通知書（別記様式第９号）により、助成決定者に通

知しなければならない。 

 

（助成金の交付請求及び支払） 

第１５条 助成決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに文京区マン

ションアドバイザー制度利用助成交付請求書兼口座振替依頼書（別記様式第１０号）

により、区長に請求するものとする。 

２ 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成決定者に助成金を交

付するものとする。 

 

（助成の取消し） 

第１６条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、第８条に規定

する助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 第１０条に規定する変更の届出により、助成対象の要件を欠くこととなったとき。 

⑵ 第１１条の規定による承認を受けずに、助成決定に係る派遣の内容を変更したと

き。 

⑶ 第１２条の規定により申請を取り下げたとき。 

⑷ 第１４条の規定による審査の結果、申請内容に適合していないと認めたとき。 

⑸ 助成決定を受けた後、正当な理由なく、３月を経過しても派遣がされなかったと



き。 

⑹ 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 

⑺ 助成金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱その他法令

に基づく区長の命令に違反したとき。 

２ 区長は、前項の規定により助成を取り消したときは、文京区マンションアドバイザ

ー制度利用助成取消通知書（別記様式第１１号）により申請者に通知するものとする。 

３ 区長は、第１項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、その取

消しに係る助成金を既に交付しているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返

還を命じなければならない。 

 

（その他） 

第１７条 この要綱の施行に関し必要な事項は、都市計画部長が別に定める。 

 

付 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

付 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

付 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

付 則 

この要綱は、令和４年１０月１日から施行する。 

 

付 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

付 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 


